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福祉サービスの提供（内閣府告示 第７条）

一 般 基 準 備 考

対象者 災害により現に被害を受け、避難生活において
配慮を必要とする災害時要配慮者（高齢者、障
害者、子ども、妊産婦その他の者）

救助期間 災害発生の日から７日以内
※ 下線部は特別基準の設定が可能なもの

福祉サービス
の提供の範囲

ア 災害時要配慮者に関する情報の把握
イ 災害時要配慮者からの相談対応
ウ 災害時要配慮者に対する避難生活上の支援
エ 災害時要配慮者の避難所への誘導
オ 福祉避難所の設置（※）

（※）法第２条第２
項の災害が発生する
おそれがある場合に
設置する場合を除く。

対象経費 〇 上記アからエまでについては、消耗器材費、
器物の使用謝金、借上費若しくは購入費

〇 上記オについては、消耗器材費、建物の
使用謝金、器物の使用謝金、借上費若しくは
購入費、光熱水費、仮設便所等の設置費

※福祉サービスの提供のために必要な賃金職員等にか
かる経費は「輸送費及び賃金職員等雇上費」の対象。



福祉サービスの提供（災害救助事務取扱要領P101～105）①

主 な 留 意 事 項

○ 福祉サービスの提供の対象者は、災害により現に被害を受け、避
難生活において配慮を必要とする災害時要配慮者（高齢者、障害者、
子ども、妊産婦その他の者）。

〇 避難生活において配慮を必要とする者に対して行われるものであ
り、例えば、想定被災市町村の福祉関係職員の巡回のほか、災害派
遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）の在宅・車中泊避難者への派遣等が想定
される。

〇 福祉サービスのための輸送は、災害時要配慮者であって自ら避難
することが困難な状況にある者を避難所等へ輸送する場合、又は、
福祉サービスを提供する者を被災地や避難所等へ輸送する場合など
の輸送であり、「輸送費及び賃金職員等雇上費」の対象。



福祉サービスの提供（災害救助事務取扱要領P101～105）②

主 な 留 意 事 項

〇 従前からの特養、老健等入所対象者や在宅の介護サービス利用者
については、緊急入所等介護保険の枠組みで対応し、法の対象では
ないこと。

〇 見守り支援や社会福祉施設における施設間応援に要する経費等の
他省庁の事業については、法の対象ではないこと。

〇 都道府県知事等からの要請を受けて、避難所や在宅・車中泊避難
者のもとへ派遣された保健師や看護師等による健康観察や健康相談
についても福祉サービスの提供として差し支えない。このとき、健
康観察及び健康相談に要する日当、時間外勤務手当、旅費（宿泊費
を含む。）等については、看護師等が民間病院等に所属する場合は
賃金職員等雇上費で取り扱い、保健師等が公立病院等に所属する場
合は、救助事務費で取り扱うこと。なお、保健師や看護師等が、病
院等において健康観察や健康相談を実施する場合や訪問看護の一環
で健康観察等を実施する場合は、病院等の機能が維持されているこ
とから国庫負担の対象外となる。



福祉サービスの提供（災害救助事務取扱要領P101～105）③

主 な 留 意 事 項

〇 福祉に関する相談を中心に、災害応急期における被災者のあらゆる相
談に対応する目的で、都道府県知事等が各士業関係者と連携し主催する
相談会等の相談対応や、都道府県知事等の要請を受けて、各士業関係者
が連携して開催する相談会等の相談対応についても福祉サービスの提供
として整理して差し支えない。ただし、被災者台帳や内閣府が示す被災
者台帳ヒアリングシート（例）等を活用し、都道府県知事等と士業関係
者間で、相談を受けた被災者に関する情報共有を密に行うこと。
このとき、相談対応に要する日当、時間外勤務手当、旅費（宿泊費を

含む。）等については、賃金職員等雇上費で取り扱うこととなるが、他
の福祉サービスの提供主体との公平性に鑑み、当該都道府県等の常勤の
職員（福祉職）に相当する者の給与を考慮した額とすること。ただし、
ここでいう「相談対応」とは、被災者のニーズを明らかにし、支援先に
つなぐことを想定したものであることから、被災者から相談があった内
容のうち、各士業関係者が、業として個別具体の案件として処理するこ
とで発生する報酬に相当する費用等については、国庫負担の対象外とな
る。また、各種法令に基づく相談対応は、各種法令による支援が優先さ
れるため国庫負担の対象外となる。



福祉サービスの提供（災害救助事務取扱要領P101～105）④

主 な 留 意 事 項

※ 法による福祉サービスの提供については、災害時要配慮者に関す
る情報の把握や災害時要配慮者からの相談対応をその範囲として含
むことから、次の点に留意して実施すること。
ア 災害時要配慮者に関する情報の把握や災害時要配慮者からの相
談対応については、まずは、被災高齢者等把握事業や被災者見守
り・相談支援等事業（厚生労働省事業）による支援の実施につい
て検討すること。

イ 被災高齢者等把握事業との関係では、当該事業の実施体制が整
うまでの間の対応や、当該事業では賄いきれないニーズ（妊産婦
等の要配慮者への相談支援等）への対応としての福祉サービスの
提供を実施することが考えられる。

ウ 被災者見守り・相談支援事業との関係では、当該事業の実施体
制が整うまでの間の対応として福祉サービスの提供を実施するこ
とが考えられる。





「災害対策基本法等の一部を改正する法律について」
（法改正施行通知、関係箇所を抜粋）①



「災害対策基本法等の一部を改正する法律について」
（法改正施行通知、関係箇所を抜粋）②
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災害救助事務取扱要領（令和７年１０月）（抜粋）①
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災害救助事務取扱要領（令和７年１０月）（抜粋）②



災害救助事務取扱要領（令和７年１０月）（抜粋）③
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２．「大規模災害時における『災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）』の活用について（周知）」
（令和7年3月25日付事務連絡）

＜ポイント部分のみ抜粋。全文は内閣府ホームページ等よりご確認ください。＞
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避難所の保健衛生の観
点の事項を想定してお
り、避難者数、避難所
数はＬアラートに入力
を、トイレ、食事、寝
床等の詳細は「発災時
における避難所の確保
及び生活環境の整備等
について」（令和７年
５月２８日内閣府政策
統括官（防災担当）付
参事官（避難生活担
当）事務連絡）の様式
に記載及び提出をお願
いします。
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市町村の職員は、下記
のＬアラートや「発災
時における避難所の確
保及び生活環境の整備
等について」（令和７
年５月２８日内閣府政
策統括官（防災担当）
付参事官（避難生活担
当）事務連絡）の様式
への入力・記載もある
ことから担当を分けて
実施することや、保健
医療福祉活動チームに
委ねることも含め、災
害状況に応じて総合的
に検討して対応をお願
いします。
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避難所の保健衛生の観
点の事項を想定してお
り、避難者数、避難所
数はＬアラートに入力
を、トイレ、食事、寝
床等の詳細は「発災時
における避難所の確保
及び生活環境の整備等
について」（令和７年
５月２８日内閣府政策
統括官（防災担当）付
参事官（避難生活担
当）事務連絡）の様式
に記載及び提出をお願
いします。



参考資料



〇 平時から関係者間において必要となる情報や認識を共有しておく

ことにより、発災時に速やかな対応を行うことが期待できる。

事業イメージ・具体例

資金の流れ 期待される効果

各種災害対応関係者連絡協議会にかかる補助
令和８年度概算要求額 94百万円【要望額】

（新規）
政策統括官（防災担当）

（避難支援担当・食事支援担当）

内閣府 都道府県
補 助

事業概要･目的

能登半島地震を踏まえた対応として、避難生活において、市

町村では、指定場所や物資拠 点等に最低限必要な備蓄やを確

保するとともに、都道府県においては市町村の備蓄状況を踏ま

えた備蓄の確保や温かい食事の提供など避難所環境の確保を求

められている。

また、自治体（市町村）においては避難所での温かい食事を

提供するため、関係事業者らと連携し、体制づくりに向けて協

議をしている例はあるが、都道府県としても、そのような自治

体（市町村）を増やし、災害時における迅速な対応が求められ

ている。

加えて、災害対策基本法等の改正に伴い新たに「福祉サービ

スの提供」が追加されることから、災害時における個人情報の

取扱いや必要となる対応等について、平時から関係者間におい

て情報や認識の共有を図っておく必要がある。

このため、行政、福祉関係団体や、食事関係団体などが集ま

り、平時における情報共有や発災時の対応の確認を行うことを

目的として、都道府県に対して、協議会を設置するために必要

となる費用の補助を行うものである。

○ 福祉支援や食事支援ほか災害対応に携わる団体等と都道府県との間に

おいて、都道府県単位の連絡協議会を行政、福祉関係団体、食事関係業

者などを参集（分野別、テーマ毎に参集をいただくこともありえる）

し、年に数回程度開催。

災害時における関係者間における平時からの防災に関する認識、個人

情報の取扱い、発災時における対応の確認等について共有するととも

に、協議会での議論内容を市町村に共有するなどネットワークを構築

〇 協議会の参加者（例）

１．行政（都道府県の防災部局、福祉部局、教育委員会、農林水産部

局、商工部局、自衛隊、管内市町村（救助実施市含む）ほか）

２．福祉関係団体（日本赤十字社都道府県支部、都道府県社協 ほか）

３．食事関係（飲食店組合、キッチンカー団体、生協や食品スーパー、

卸売市場、学校法人、栄養士その他関係団体 ほか）

〇 開催を委託する場合の委託先団体として、福祉支援関係については都

道府県社協や防災関係ＮＰＯ法人等を、食事支援関係については、全国

飲食業生活衛生同業組合連合会の組合員ほか、防災関係ＮＰＯ法人等を

想定。


